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医療現場におけるハラスメント

 岡山県医師会常任理事　合　地　　　明

　近年、ハラスメントに関するニュースを目にすることが多くなった気がする。行政、教
育分野などだけでなく医療の世界においても見られ、その種類も様々でパワハラ、セクハ
ラのみならずアカハラ、マタハラ、ドクハラ、ペイハラと次々に造語が出てきている。
　ハラスメントは、『相手の嫌がることをして不快感を覚えさせ、不利益につながる行為全
般』とされ、具体的には、属性や人格に関する言動などによって肉体的な苦痛のみならず、
精神的な苦痛を与え人間としての尊厳を侵害する行為と定義されている。
　その種類としては、社会生活における対人関係の様々な状況の中において発生する。し
たがって、地位や人間関係の優位性に基づくパワーハラスメント（パワハラ）、性的な言動
に基づくセクシャルハラスメント（セクハラ）、妊娠に関連するマタニティハラスメント（マ
タハラ）、男性の育児休暇に対するパタニティーハラスメント（パタハラ）、相手を自己嫌
悪に貶める精神的暴力モラルハラスメント（モラハラ）、教育現場などでのアカデミィハラ
スメント（アカハラ）等々、さらには最近、注目され医療現場でも直面するカスタマーハ
ラスメント、SNSなどでの誹謗中傷ソーシャルハラスメント、ペイシェントハラスメント、
人種等に関するレイシャルハラスメント（レイハラ）など多数存在する。我々、医療者側
も行為者としてとられるドクターハラスメント（ドクハラ）もある。
　労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法（パワハラ防止法）、育児介
護休業法にもハラスメント規定が設けられている。その他、刑法、民法などなどに縛られ
ることもある。
　厚生労働省の「職場におけるハラスメント対応パンフレット」によれば、職場における
パワーハラスメントは、職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもので
あり、①から③までの３つの要素を全て満たすものとなっている。
　また、代表的な言動と該当、非該当例として以下の６類型が示されている。
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　このほか、セクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産等に関するハラスメント対策、育児・
介護休業等に関するハラスメント対策に関しても詳しく記載されている。
　ハラスメントに対する相談・苦情への対応は組織内において以下のように行うよう示さ
れている。
　ところで、最近増加しているのが、インターネットでの医療機関や医療従事者を対象と
した口コミなどを利用した誹謗中傷である。
　これらは、カスタマーハラスメントの一つと言える。厚労省ホームページに掲載されて
いる「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の中に、カスタマーハラスメントの
行為分類として、１．時間拘束型、２．リピート型、３．暴言型、４．暴力型、５．威嚇・
脅迫型、６．権威型、７．店舗外拘束型、８．SNS/インターネット上での誹謗中傷型、９．
セクシュアルハラスメント型に分けられ、それぞれの対応法が詳しく記されている。
　SNS/インターネット上での誹謗中傷型に対しての対応例として、「掲示板やSNSでの被害
については、掲載先のホームページ等の運営者（管理人）に削除を求める。投稿者に対し
て損害賠償等を請求したい場合は、必要に応じて弁護士に相談しつつ、発信者情報の開示
を請求する。名誉毀損等について、投稿者の処罰を望む場合には弁護士や警察への相談等
を検討する。解決策や削除の求め方が分からない場合には、法務局や違法・有害情報相談
センター、『誹謗中傷ホットライン』（セーファーインターネット協会）に相談する。」と記
されている。
　しかし、表現の自由に阻まれ、一度挙げられた内容の削除は、よほどの悪意によるもの
で事実との乖離が証明されなければ削除が難しい状況である。
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　日本医師会では、これらの現状ならびに昨年の定例代議委員会（令和６年６月22日）で
の質問を受け、SNS等における誹謗中傷についてのアンケートを実施。
　アンケート結果は、4,730件の回答があり、「SNS等で自身の医療機関に対する誹謗中傷等
の書き込みがあった」と回答した医療機関は、3,641件（77％）で、「サイトやSNSの運営元
に削除を求めた」のは、1,069件（23％）、「本人に削除を求めた」「弁護士などの専門家に具
体的な対応を依頼した」「書き込みに対して丁寧に返信した」など、さまざまな対応を取っ
ている医療機関が多いものの、該当の書き込みを削除することができたのは、20％の医療
機関に過ぎず、削除することが難しい現状が報告された。
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の書き込みがあった」と回答した医療機関は、3,641件（77％）で、「サイトやSNSの運営元
に削除を求めた」のは、1,069件（23％）、「本人に削除を求めた」「弁護士などの専門家に具
体的な対応を依頼した」「書き込みに対して丁寧に返信した」など、さまざまな対応を取っ
ている医療機関が多いものの、該当の書き込みを削除することができたのは、20％の医療
機関に過ぎず、削除することが難しい現状が報告された。

779



（38） 2025年（令和７年）９月25日発行 岡 山 県 医 師 会 報 　第 1654 号

　これらを受けて日本医師会では、「日本医師会ペイシェントハラスメント・ネット上の悪
質な書込み相談窓口（日医ペイハラ・ネット相談窓口）
https://www.med.or.jp/doctor/sonota/sonota_etc/011988.html」を設立、運営を行っている。
　対応に困った場合は、是非利用していただきたい。

《参考資料》
　職場におけるハラスメントの防止のために（セクシュアルハラスメント／妊娠・出産等、
育児・介護休業等に関するハラスメント／パワーハラスメント）
　 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/

seisaku06/index.html

　カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
　https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

御津医師会：山中慶人
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汗
“あめ”

ニモマケズ
 水島中央病院　初期研修医　鎌田　顯

けんせい

世

　水島中央病院初期研修医２年目、香川県生まれ愛光育ち、岡山大学卒の鎌田顯世です。この度
は貴重な機会を頂き誠に光栄です。水島中央病院の研修医として１年と少しを振り返りつつ、リ
レーエッセーを綴らせていただきます。
　まず初めに、２年間の研修生活では、医師として慣れないことだらけの中、時には仲間たちと
慰め切磋琢磨しあい成長していくと思います。過去のリレーエッセーでは、“不安だらけの新社
会生活だがプライベートでも仲の良い同期たちにも恵まれ充実している”（岡山県医師会報1647
号より一部引用）などの報告もあります。特に当院は初期研修医の定員が２名と狭き門であり、
皆様が想像される通り、ペアとなる同期が非常に重要という風に理解し、研修生活に臨みました
ところ、同期はいませんでした。といった背景で、２年目にはいるものの晴れて当院の症例を独
り占めることになった私はとにかく上級医の方々に積極的に接していき、色々な経験をさせても
らえるように意識しました。当院は、指導医のもと研修医が主となり内科外来を行うことができ
るのが大きな特徴で、病院自体が地域に根付いており、新鮮な症例が経験できることが非常にお
もしろいです。最初の方は、ドヤ顔で急性腸炎と診断したものの処方に戸惑っていましたし、マッ
クバーニーの圧痛に感動し、そんな痛がるんや尿路結石と思いました。外来で診断をつけた症例
をそのまま病棟で、担当医として診療に携われることは非常に勉強になりました。
　また、救急の経験を多くしたい自分にとって救急外来へのアクセスがいいことは有り難く、救
急医のマンツーマン指導のもと自分が主体となって診療ができ、良い経験を得られました。実際
に動かないと分からないことが多いと思います。

研修医・指導医リレーエッセー⑫

ともに成長できる仲間たち（手前が筆者）
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